
 

審 査 決 定 報 告 書 

 

総務環境委員会   

令和２年第４回水戸市議会臨時会において当委員会に付託されました議案 

第１４１号ほか１件の審査の経過並びに結果について，水戸市議会会議規則第

１０１条の規定に基づき報告します。 

 これらの案件については，本日，委員会を開催し，慎重に審査を行いました。

その結果は，下記のとおりであります。 

 以下，審査の概要を申し上げますと， 

１ 議案第１４１号 水戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第１４２号 令和２年度水戸市一般会計補正予算（第７号）（ た だ し ，

別 表 中 歳 出 中 第 ３ 款 ， 第 ４ 款 中 文 教 福 祉 委 員 会

所 管 分 ， 第 ５款，第６款，第７款，第８款，第９款及

び第１ ０ 款 中 文 教 福 祉 委 員 会 所 管 分 を 除 く ）  

こ れ ら の 案 件 は ，国 の 人 事 院 勧 告 に 準 じ た 給 与 改 定 の 措 置 と し て ，

職 員 ， 市 議 会 議 員 及 び 常 勤 特 別 職 の 期 末 手 当 の 引 下 げ に 係 る 条 例 改

正 案 及 び 補 正 予 算 案 で あ り ， 補 正 予 算 の 内 訳 や 各 年 代 の 影 響 額 等 に

つ い て ， 種 々 質 疑 応 答 を 重 ね ま し た 。 こ の う ち 委 員 か ら ， 「 国 の 動

向 や 社 会 経 済 状 況 を 注 視 し ， 適 切 に 対 応 さ れ た い 」 等 の 意 見 が 出 さ

れ ま し た 。  

 こ の 後 ， こ れ ら の 案 件 を 採 決 し た 結 果 ， い ず れ も 賛 成 多 数 を も っ

て ， 原 案 を 可 決 す べ き も の と 決 定 い た し ま し た 。  

記 

議案第１４１号，議案第１４２号（ た だ し ， 別 表 中 歳 出 中 第 ３ 款 ， 第 ４

款 中 文 教 福 祉 委 員 会 所 管 分，第 ５款，第６款，第７款，第８款，第９款及

び第１ ０ 款 中 文 教 福 祉 委 員 会 所 管 分 を 除 く ）  

以上，原案を認める。 

 

上記のとおり報告する。 

 

   令和２年１１月２６日 

 

  水戸市議会議長  内 藤 丈 男 様 

                      

総務環境委員会    

委員長  小 泉 康 二 


